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独立行政法人国立病院機構 看護職員募集要項
～平成２３年度関東信越ブロック採用試験のご案内～

国立病院機構では、毎年国立病院機構の各病院で勤務する看護職員（看護師・助産師）の

採用にあたり、統一の採用試験を実施しています。

関東信越ブロック（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県

・新潟県・山梨県・長野県）では、下記のとおり平成２３年度関東信越ブロック採用試験

（統一試験）を実施いたしますので、国立病院機構の病院への就職を希望される方は別添の

受験願書等に必要書類を揃えて、第一希望の病院へ提出してください。

１．応募職種

助産師、看護師

２．応募資格

（１）平成２３年３月に看護師又は助産師の資格取得見込みの方

（２）助産師又は看護師の資格を有する方

３．応募方法

（１）提出書類

○看護師

平成２３年３月卒業見込の方 看護師資格を有する方

①採用試験受験願書（別添様式） ①採用試験受験願書（別添様式）

②看護学校等の卒業見込証明書 ②看護師の免許証（写）

③看護学校等の卒業証明書又は卒業証※看護学校２年課程を卒業見込みの方は、

書（写）准看護師免許証(写)を添付してください。

③看護学校等の成績証明書

○助産師

平成２３年３月卒業見込の方 看護師資格を有する方

①採用試験受験願書（別添様式） ①採用試験受験願書（別添様式）

②助産学校等の卒業見込証明書 ②助産師及び看護師の免許証（写）

③助産学校等の成績証明書 ③助産学校等の卒業証明書又は卒業証

④看護師資格を有する方は、看護師免 書（写）

許証（写）

（２）提出先

第１希望の病院の看護職員担当者宛（給与係・庶務係等）

郵送の場合は、「看護職員採用試験応募書類在中」と朱書きしてください。

（３）願書受付期間（受付締切日）

平成２２年８月１８日（水）（当日消印有効）

ただし、８月１８日（水）までに電話にて受験する意向を連絡している場合には、

８月１８日（水）以降でも受験可能とする。
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４．採用試験日等
（１）試験日程

①第一希望病院での受験 ：平成２２年 ８月２５日（水）

②北海道会場（函館を予定） ：平成２２年 ９月 ４日（土）

③九州会場（福岡、鹿児島、宮崎を予定）：平成２２年 ８月２８日（土）

（２）集合時間 予定：午前９時２０分（受験票に記載）

注１ ８月２３日（月）までに受験票がお手元に届かない場合は、関東信越ブロック

事務所（０１２０－９７９－７０３）まで連絡願います。

注２ 上記に日程以降の試験については、随時、各施設において実施しますので、希

望する病院にお問い合わせください。

５．試験会場
提出した受験願書に第１希望病院として記載した関東信越ブロック所属病院若しく

は、函館・福岡・鹿児島・宮崎会場（会場は未定、ＨＰをご確認ください。）

注１ 受験願書の函館・福岡・鹿児島・宮崎会場における受験希望に記載がない場合に

は、第一採用希望の病院が受験地となります。

注２ 送付される受験票に記載されている試験会場を必ず確認してください。

（函館・福岡・鹿児島・宮崎会場の詳細についても受験票に記載します。）

６．試験内容
看護の基本的な問題に関する簡単な筆記試験を行い、その後面接試験を行います。

７．内定通知
平成２２年９月６日（月）に関東信越ブロック事務所より発送する予定です。

ただし、函館会場受験者については、９月１３日（月）に発送する予定です。

８．勤務先について
採用試験の合格者の内定施設（病院）については、出願時の本人の希望（第１希望

～第３希望）から病院、採用試験の結果及び各病院の採用予定人員等を総合的に判断

し、関東信越地区（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、山梨県、長野県）に所在する国立病院機構関東信越ブロック管内３３病院の

中から決定します。

９．２回目以降の採用試験について
（１）統一試験（８月２５日）の後、採用予定人員に満たない病院がある場合には、随時、

採用試験を実施いたします。

（２）２回目以降の採用試験の情報については、各病院のホームページに記載されますの

で採用を希望する病院の看護職員採用担当者へお問い合わせください。
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１０．個人情報の取扱いについて
各病院へ提出いただく受験願書等の個人情報については、以下の目的のために利用さ

せていただくことがありますので、あらかじめご承知ください。

（１）看護職員採用試験実施のため

（２）内定通知書の送付のため

（３）受験者名簿の作成のため

（４）採用予定者名簿の作成のため

（５）関東信越ブロック管内病院での採用手続きのため

（６）採用後の人事情報管理のため

（７）採用試験実施状況資料作成のため

個人情報の管理につきましては、関東信越ブロック管内各病院及び関東信越ブロック事務

所において万全の管理をいたします。

また、上記利用目的以外の目的に利用することは一切いたしません。

提出いただいた個人情報に修正が生じた場合又は、願書を提出した第一希望病院へお申し

出下さい。
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採用後の人事・給与等について（国立病院機構）

１．給与について（平成２２年１月１日現在）
給与は、独立行政法人国立病院機構職員給与規程により支給されます。

【初任給】 看護師 大学卒 １９８，３００円

看護師 短大３卒 １８８，９００円

看護師 短大２卒 １８０，５００円

助産師 ２０１，１００円

※職歴等に基づいて基本給が加算されます。

【昇 給】 年１回

【諸手当】（条件に応じて下記の手当を加算）

夜間看護等手当、夜勤手当・・・・二交替夜勤１回につき概ね10,000円

三交替夜勤１回につき概ね4,500円

専門看護手当・・・・（月額 専門看護師 5,000円，認定看護師3,000円支給）

救急呼出待機手当・・（待機１回につき2,000円支給）

住居手当・・・・・・（借家は月額最高 27,000円支給）

通勤手当・・・・・・（交通機関利用 月額最高55,000円まで全額支給）

地域手当(都市手当)・（地域により支給率が異なる 最高18％）

業績手当(ボーナス)・（年間基本給等の4.15月分、支給日6/30・12/10）

扶養手当、時間外勤務手当等

特殊業務手当（下記の病棟に勤務する場合は、月額支給されます。）

重症心身障害児（者）病棟：25,000円 筋ジストロフィー病棟：25,000円

結核及び精神病棟 ：12,500円 救命救急センター ：12,500円

その他給与規程に基づき支給されます。

新規採用者の場合

看護師 大学卒 給与総額（月給） 約270,000円～306,000円 程度

看護師 短大３卒 給与総額（月給） 約260,000円～294,000円 程度

助産師 給与総額（月給） 約270,000円～309,000円 程度

＊給与総額（新卒初任給）には、基本給及び諸手当（三交替夜勤月８回、地域手当

民間アパート家賃55,000円の住居手当、通勤距離５ｋｍの場合通勤手当）を含む

時間外手当は、別途支給され、条件に応じて上記諸手当が加算されます。

（参考）東京医療センター新規採用者の例

看護師 大学卒 １年目 月給 305,000円

看護師 短大３卒 １年目 月給 295,000円

助産師 １年目 月給 309,000円
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２．勤務時間
（１）４週１５５時間勤務（４週８休制） 週３８時間４５分勤務

（２）他に国民の祝日、年末年始の休日有

※勤務した場合は代休又は休日給を支給

（３）三交替制勤務、二交替制勤務（各病院、各病棟によって異なります。）

３．休暇
（１）年次休暇（有給）

（２）病気休暇（有給）

（３）特別休暇（有給）

結婚休暇（５日）、夏季休暇（毎年７月～９月までの間、３日間）

その他（忌引、災害被災時等）

（４）子育て支援制度について（あなたのキャリアを生かし続けてください。）

※国立病院機構は育児をしながら働く職員を支援いたします。

１）特別休暇（有給）

①出 産 休 暇 ：産前６週間、産後８週間

②保 育 時 間 ：子が１歳に達するまで、１日２回それぞれ３０分以内

③配偶者の出産休暇：産後２週間までの間に２日間

④男性職員の育児参：配偶者の産前産後期間中又は小学校就学の始期に達する間に

加のための休暇 ５日間

⑤子 の 看 護 休 暇：小学校就学の始期に達するまでの子を看護する職員

年間５日間

２）介護休暇

１日又は１時間単位で取得（１時間を単位とする場合は１日４時間以内）

３）育児休業等

①育 児 休 業：子が３歳に達する日まで取得可能、共済組合継続加入掛金

（保険料）は、免除される

②育児短時間勤務：子が小学校就学の始期に達するまで、勤務時間は週１９時

間２５分～２４時間３５分の範囲内で、勤務日、勤務時間

の選択が可能

③育 児 時 間：子が小学校就学の始期に達するまで、１日２時間以内

※なお、上記の各制度を組み合わせて取得することも可能。



- -6

４）女性職員（妊産婦）に対する軽減措置等

①深夜勤務及び時間外勤務の制限

②健康診査及び保健指導のための職務専念義務免除

③業務軽減

④休息・補食のための職務専念義務免除

⑤通勤緩和

５）その他

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員及び配偶者、子、父母の

介護を行う職員について、次の措置ができる制度があります。

①早出遅出勤務：１日の勤務時間を変更することなく、始業・就業時間を変更し

て勤務させる制度

②深夜勤務制限：深夜勤務を制限する制度

③超過勤務制限：超過勤務を月２４時間以内、かつ年１５０時間以内に制限する

制度

４．医療保険・年金
国家公務員共済組合法に基づく共済組合に加入

５．宿舎
採用される方が入居できるよう宿舎を用意していますが、宿舎事情は、病院により異

なりますので、詳細につきましては、各病院の看護職員採用担当者へお問い合わせくだ

さい。

６．その他
常勤職員として採用後、本人のキャリアアップ、人材育成及び家庭環境等に配慮して

国立病院機構内の各病院へ異動の希望も可能です。


